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（証券コード 3903）
2025年７月８日

（電子提供措置の開始日2025年７月７日）
株 主 各 位

東京都新宿区西新宿四丁目34番７号
株 式 会 社 ｇ ｕ ｍ ｉ
代表取締役社長 川 本 寛 之

第18回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第18回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第18回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://gu3.co.jp/ir/

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コード欄に「ｇｕｍｉ」
又は「3903」を入力及び検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書
類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら電子提供措置事項に記載の株主総会参考書類をご検討の上、３頁の議
決権行使のご案内に従って2025年７月29日（火曜日）午後７時までに議決権を行使くださいま
すようお願い申し上げます。

本株主総会の模様についてはご自宅等でもご覧いただけるようにオンライン配信をさせていた
だきます。詳細につきましては、「株主様向けライブ配信・事前質問方法のご案内」（５頁）をご
参照くださいますようお願い申し上げます。また、本株主総会の議案や当社に関するご質問につ
きましては、６頁記載の事前質問受付フォームにて受け付けております。

敬 具
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記
１．日 時 2025年７月30日（水曜日）午前10時00分
２．場 所 東京都新宿区西新宿四丁目15番３号

住友不動産西新宿ビル３号館１階
ベルサール西新宿 ホール

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第18期（2024年５月１日から2025年４月30日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第18期（2024年５月１日から2025年４月30日まで）計算書類の内容
報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎株主でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意くださ
いますようお願い申し上げます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

◎招集にあたっての決定事項
(1) 書面及び電磁的方法（インターネット等）によって二重に議決権を行使された場合は、電磁的方法による

ものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
(2) 電磁的方法（インターネット等）によって、複数回又はパソコンやスマートフォン等で重複して議決権を

行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
(3) 書面による議決権行使において、各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書用紙が提

出された場合においては、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後
の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求されていない株主様には、株主総会参考書類も併せてご送付しております。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、以下の事項
を除いております。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査
をした書面の一部であります。
・会社の新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運
用状況、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表
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こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

見 本

■議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

※議決権行使書用紙はイメージです。

▶
▶
▶

第１号議案
全員賛成の場合：「賛」の欄に○印
全員反対の場合：「否」の欄に○印
一部の候補者を
反対される場合：「賛」の欄に○印の上、反対される

候補者の番号をご記入ください。

▶
▶

第２号議案
賛成の場合： 「賛」の欄に○印
反対の場合： 「否」の欄に○印

詳細は次頁をご覧ください
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議決権行使のご案内
今回の定時株主総会で付議されております議案につきまして、以下のいずれかの方法で議決権

の行使を賜りますようお願い申し上げます。
株主総会にご出席
いただく場合 議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

日 時 2025年７月30日（水曜日）午前10時（午前９時開場）
場 所 東京都新宿区西新宿四丁目15番３号

住友不動産西新宿ビル３号館１階ベルサール西新宿 ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

書面による場合 書面による議決権行使は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2025年
７月29日（火曜日）午後７時（19時）までに当社に到着するよう折り返しご送付
ください。
※ご送付いただきます議決権行使書用紙は料金受取人払いのハガキとなっており、通常の
郵便物に比べ郵便局での処理に時間を要しますので、誠に恐縮ではございますが、お早
めにご投函くださいますようお願い申し上げます。

インターネット
による場合 スマートフォン等により議決権行使書用紙のＱＲコードを読み取るか、当社の指定する議

決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし、画面の案内に従って
議決権をご行使ください。

行 使 期 限 2025年７月29日（火曜日）午後７時（19時）

■重複行使のお取扱いについて
書面及び電磁的方法（インターネット等）によって二重に議決権を行使された場合は、電磁的方法（インター
ネット等）によるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
また、電磁的方法（インターネット等）によって、複数回又はパソコンやスマートフォン等で重複して議決権
を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

2025年06月25日 19時47分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



インターネット等による議決権行使のご案内

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

議決権行使
ウェブサイト

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

https://www.web54.net
議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

1 1

2

3

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
「登録」をクリック

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「パスワード」を入力

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネット等による
議決権行使に関する

お問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間 午前9時～午後9時）
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株主様向けライブ配信・事前質問方法のご案内

本総会につきましては、ご出席を見合わせていただいた株主様が株主総会の模様をご視聴いた
だけるよう、インターネットによるライブ配信を実施いたします。
また、本総会に先立ち、インターネットにより事前にご質問をお受けいたしますので、以下の

とおりご案内申し上げます。
※ライブ配信並びに事前質問をご利用いただく場合は、次頁の注意事項を必ずご一読ください。

１．配信日時

2025年７月30日（水曜日）午前10時から

２．アクセス方法

接続先：https://web.sharely.app/login/gumi18
＜必要事項＞株主番号、郵便番号、保有株式数

（１）上記のURLをご入力いただくか、上記の二次元コードを読み込み、ライブ配信ページにア
クセスしてください。

（２）接続されましたら、お手元の議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「郵便番
号」、及び「保有株式数」を、画面表示に従って入力しログインしてください。

※議決権行使書用紙を投函する前に「株主番号」「郵便番号」、及び「保有株式数」を、必ずお手許にお控えく
ださい。

※ご不明点に関しては、下記URL又は二次元コードより株主様向けFAQをご参照ください。
https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533

※当日操作に問題が生じた場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ窓口（Sharely株式会社）】
電話番号：03-6683-7661
受付時間：2025年７月30日（水曜日）午前９時から株主総会終了時まで
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３．事前質問の方法

接続先：https://web.sharely.app/e/gumi18/pre_question
＜必要事項＞株主番号、郵便番号、保有株式数

（１）上記のURLをご入力いただくか、上記の二次元コードを読み込み、事前質問回答ページに
アクセスしてください。

（２）接続されましたら、お手元の議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「郵便番
号」、及び「保有株式数」を、画面表示に従って入力しログインしていただき、本総会の目
的事項に関する質問内容をご入力ください。

［事前質問受付期間］
2025年７月９日（水曜日）午前０時から2025年７月23日（水曜日）午後５時まで
※受付期間終了後にお送りいただいたご質問にはお答えできかねます。
※株主総会の進行上の都合やご質問内容により、全てのご質問にお答えできない場合があります。予めご了承
ください。

注意事項
・ライブ配信により株主総会の模様をご視聴いただく株主様におかれましては、当日のご質問及び決議にご参加
いただくことができません。また、動議を提出することもできません。
・議決権の行使につきましては、株主総会参考書類をご検討の上、2025年７月29日（火曜日）午後７時までに
書面又はインターネット等による事前行使をお願いいたします。
・ライブ配信により株主総会の模様をご視聴いただく株主様が、ご質問を希望される場合には、インターネット
による事前質問をご利用くださいますようお願い申し上げます。
・当日は安定した配信に努めてまいりますが、通信環境の影響により、ライブ配信の映像・音声の乱れ及び一時
中断などの通信障害並びに配信のタイムラグが発生する可能性がございます。当社はこれら通信障害によって
インターネットによるライブ配信のご視聴者様が被った不利益に関しては、一切の責任を負いかねますことを
ご了承ください。
・ライブ配信当日において、ご視聴者様側の環境等の問題と思われる原因での接続不良・遅延・音声のトラブル
につきましてもサポートできかねます。予めご了承ください。
・ご視聴いただく際の接続料金及び通信料等は株主様のご負担となります。
・映像や音声データの第三者への提供や公開での上映、転載・複製及びログイン方法を第三者に伝えることは禁
じます。
・その他配信システムに関するご不明点に関しましては、下記FAQサイト又は二次元コードよりご確認くださ
い。
https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533

2025年06月25日 19時47分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 7 ―

株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案においては同じ。）全員（２名）は、

本株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。
つきましては、取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案について、社外

役員で構成される指名・報酬委員会の答申を経ており、監査等委員会において検討がされまし
たが、特段の指摘事項はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
ふり がな

（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社の
株 式 の 数

１
再任

川
か わ も と ひ ろ ゆ き

本 寛 之
（1979年３月23日）

2002年４月 日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
2008年４月 新規事業投資株式会社（現DBJキャピタル株式会社）出向
2011年８月 当社入社 執行役員
2011年11月 当社取締役
2016年３月 当社代表取締役副社長
2018年７月 当社代表取締役社長（現任）
（重要な兼職）
株式会社FgG 代表取締役社長
株式会社グラムス 取締役
gumi Asia Pte. Ltd. Director
台灣谷米數位科技有限公司 董事長
株式会社gumi ventures 代表取締役社長
株式会社gumi X Reality 代表取締役社長
Tokyo XR Startups株式会社 代表取締役社長
gumi America,Inc. Director
株式会社gumi Cryptos 代表取締役社長
株式会社gC Labs 取締役
gC Incubation Pte. Ltd. Director

995,800株
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候補者
番 号

氏 名
ふり がな

（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社の
株 式 の 数

２
再任

本
も と よ し ま こ と

吉 誠
（1983年１月21日）

2007年４月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
2012年７月 当社出向
2014年２月 当社入社
2014年７月 当社執行役員
2016年７月 当社取締役（現任）
（重要な兼職）
株式会社グラムス 監査役
株式会社gumi ventures 取締役
株式会社gumi X Reality 監査役
Tokyo XR Startups株式会社 監査役
株式会社gumi Cryptos 監査役

778,600株

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．各取締役候補者の「所有する当社の株式の数」は、2025年４月30日現在のものであります。
３．川本寛之氏を取締役候補者とした理由

川本寛之氏は金融機関在職時における専門知識や豊富な実務経験に加え、会計、IR、M&A、財務戦
略、内部統制等のコーポレート全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営方針や事業
戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たしております。このような経験と実績は引
き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できる
ため、取締役として選任をお願いするものであります。

４．本吉誠氏を取締役候補者とした理由
本吉誠氏は金融機関在職時における専門知識や豊富な実務経験に加え、当社グループにおける国内外
の事業、財務戦略、投資業務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験と
実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期
待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結
しており、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって塡補することとしてお
ります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、
当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
現任監査等委員である取締役尾白有亮氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監
査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退
任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
ふり がな

（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社の
株 式 の 数

新任

新
あ ら い ゆ う い ち ろ う

井 雄 一 郎
（1972年1月15日）

1994年 4 月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2001年 4 月 同社 東京法人営業第五部部長代理
2006年 7 月 同社 欧州本部欧州企画部調査役兼ロンドン支店支店長代理
2010年 1 月 同社 人事部上席調査役
2015年 2 月 MUFG Union Bank,N.A. アジアコーポレートバンキング（ニュ

ーヨーク）次長
2019年 5 月 株式会社三菱UFJ銀行 コーポレートバンキング企画部部長
2020年 4 月 同社 営業第二本部営業第八部部長
2023年 5 月 株式会社ディーカレットDCP デジタル通貨事業本部副本部長
2023年10月 同社 営業本部長
2024年 4 月 同社 常務執行役員 営業本部長
2025年 4 月 株式会社SBI証券 執行役員常務（現任）
（重要な兼職）
株式会社SBI証券 執行役員常務

ー株

（注）１．監査等委員である取締役候補者の新井雄一郎氏が所属する企業を統括するSBIホールディングス株式
会社と当社との間では、2022年12月22日付けで締結された資本業務提携契約があります。

２．監査等委員である取締役候補者の「所有する当社の株式の数」は、2025年４月30日現在のものであ
ります。

３．新井雄一郎氏は社外取締役候補者であります。
４．新井雄一郎氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は株式会社SBI証券の執行役員常務であります。SBIホールディングス株式会社と当社との間では
資本業務提携契約が締結され、同契約には、SBIホールディングス株式会社が推薦した１名を当社の
社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また、同氏は株式会社三菱UFJ銀行や株式会社デ
ィーカレットDCP等で数々の事業を経験し、企業の経営に携わっております。このような経験と実績
は当社の企業価値向上に寄与することが期待できることから、監査等委員である取締役として選任を
お願いするものであります。

５．当社と社外取締役との間では、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、法令で定める要件に
該当する場合に損害賠償責任を限定する内容の責任限定契約を締結しております。本総会において、
候補者が選任され就任した場合は、同様の内容の契約を締結する予定であります。

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結
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しており、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって補填することとしてお
ります。候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者とな
ります。また、当該保険契約は次回更新時においても、同内容での更新を予定しております。

以上
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(ご参考)
第１号、第２号議案が承認可決された場合、各取締役が有する主な知見や経験は以下のとおりであります。

名
前

当
社
に
お
け
る
地
位

当社が取締役に期待する知見・経験

企
業
経
営
・
経
営
戦
略

グ
ロ
│
バ
ル

I
T
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
│

人
事
・
人
材
開
発

財
務
会
計

法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

内
部
統
制
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

川本 寛之 代表取締役 〇 〇 〇 〇 〇

本吉 誠 取締役 〇 〇 〇 〇 〇

清水 健次
社外取締役
監査等委員

〇 〇 〇

新井 雄一郎
社外取締役
監査等委員

〇 〇 〇 〇 〇

岡﨑 太輔
社外取締役
監査等委員

〇 〇 〇 〇

小林 賢治
社外取締役
監査等委員

〇 〇 〇 〇 〇

増田 恵子
社外取締役
監査等委員

〇 〇

2025年06月25日 19時47分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 12 ―

事 業 報 告

（2024
2025

年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、社会経済活動の正常化が進み、インバウンド需要
の復調や雇用・所得環境の改善など、緩やかな回復基調にある一方、米国の金融・通商政策
や中国の不動産市場の停滞による影響のほか、地政学リスクの長期化に伴う資源価格の高騰
や金融政策の変動等の影響により、依然として先行きが不透明な状況が続いております。
当社グループが属する業界におきましては、モバイルオンラインゲーム市場においては、

角川アスキー総合研究所の「ファミ通モバイルゲーム白書2025」によると、2024年のス
マートフォンゲーム市場は、国内は１兆7,290億円、グローバルは12兆4,103億円と、市場
は成熟期にあるものの引き続き安定的に推移をしております。
また、ブロックチェーン市場におきましては、株式会社グローバルインフォメーションが

2024年に発表した報告によると、2029年にはブロックチェーン市場が全世界で2,489億米
ドルまで拡大すると予測されております。
このような経済環境の中、当連結会計年度の売上高は8,942,741千円（前連結会計年度比

25.9％減）となりました。また、営業利益は370,823千円（前連結会計年度は5,040,235
千円の営業損失）、経常利益は2,103,632千円（前連結会計年度は4,514,014千円の経常損
失）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,063,322千円（前連結会計年度は5,934,026千
円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
セグメント別の状況は次のとおりであります。
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① モバイルオンラインゲーム事業
売上高に関しては、不採算タイトルの早期撤退、一部タイトルの他社への運営移管、並

びに、当社の連結子会社であった株式会社エイリムの株式譲渡等により、前年同期比で減
収となりました。営業利益に関しては、開発・運用体制の大幅な見直し等に伴うコストの
適正化等が奏功したことにより、外注費や広告費が減少し、前年同期比で大幅に損失額が
減少いたしました。
この結果、売上高は6,454,439千円（前年同期比39.9%減）、営業損失は118,981千円

（前年同期は3,485,612千円の営業損失）となりました。

② ブロックチェーン等事業
ブロックチェーン等事業に関しては、当該事業を取り巻く法令及び行政の動向等を踏ま

えつつ事業展開を行っており、ブロックチェーンゲームの配信やプラットフォームビジネ
スを中心としたエンターテイメント領域に加え、アセットマネジメント、投資を中心とし
た金融領域の２軸で事業を推進しております。売上高に関しては、エンターテイメント領
域においては、ブロックチェーン技術を活用した推し活プロジェクト「OSHI3」の基軸と
なるトークン「OSHI」の受領及び本プロジェクトの第一弾タイトルである「ファントム
オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-」の配信に伴う売上高計上、並びにトーク
ン「FCT」の受領に伴う売上高計上等により前年同期比で増収となりました。アセットマ
ネジメント領域においては、ノード運営のポートフォリオ最適化により良質なトークンを
保有し、安定収益を創出した結果、前年同期比で概ね同水準の売上高となりました。営業
利益に関しては、売上高の増加に加え、開発中のタイトルの開発コストが減少したこと等
に伴い、前年同期比で増益となりました。
この結果、売上高は2,488,302千円（前年同期比86.9%増）、営業利益は489,805千円

（前年同期は1,554,623千円の営業損失）となりました。

（2）設備投資の状況
特記すべき事項はございません。

（3）資金調達の状況
2024年７月16日にSUPER STATE HOLDINGS株式会社を割当先とした第三者割当によ

る新株式を発行したことにより、2,976,137千円の資金調達を行いました。
（4）重要な組織再編等の状況

当社は、2024年12月27日付で当社の連結子会社であった株式会社エイリムの全株式を
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社に売却いたしました。
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（5）対処すべき課題
当社グループが属する業界においては、モバイルオンラインゲーム市場は引き続き大きな

マーケットを誇るものの、国内市場、海外市場ともに成熟期をむかえている状況であり、今
後は一層の経営資源の選択と集中を図りつつ、安定的に収益を創出できる基盤を構築するこ
とが必要であると考えています。
一方、ブロックチェーン市場は今後急拡大することが予測されており、特に成長著しいブ

ロックチェーン領域に積極的に経営資源を投下することで、新たな収益の柱として確立させ
ていく必要があると考えています。
また、今後の規模拡大に伴い、コーポレート・ガバナンスの充実も重要な課題であると認

識しております。
配当につきましては、当社の重要課題の一つとして認識しており、収益状況や財務基盤の

強化状況などを総合的に勘案した上で決定することを基本としております。
しかしながら、当期の連結業績は黒字転換したものの、今後の事業成長及び企業価値のさ

らなる向上に向けて経営資源の選択と集中を図る必要があると判断し、誠に遺憾ではござい
ますが今期の配当は無配とさせていただくことといたしました。今後につきましては、さら
なる財務体質の改善に努め、安定配当に努めてまいります。
以上を踏まえ、当社グループとしましては、以下の具体的な課題に取り組んでまいりま

す。

① ゲームのポートフォリオ最適化
当社は、モバイルオンラインゲーム事業においては、当面オリジナルタイトルの開発は

行わず、「自社が有する実績のあるゲームエンジン」に「他社有力IP」を掛け合わせ、低
コストかつ収益創出の蓋然性が高い新規タイトルの開発を実施してまいります。加えて、
安定収益を創出し得る開発受託への取り組みも更に強化することで、本事業をキャッシュ
エンジン化すべく取り組んでまいります。また、これまでゲーム開発で培ってきた技術と
ノウハウを活かし、低予算での開発が可能なカジュアルゲームに加え、コンソールや
Steam向けコンテンツの開発・配信も推進することで、収益源の多角化を目指してまいり
ます。
一方、ブロックチェーンゲームの開発にあたっては、モバイルオンラインゲームの開発

で培った豊富な経験やナレッジを活用した自社での開発に加え、出資や協業、共同開発等
を戦略的に実行することで、有力なブロックチェーン企業との友好なパートナーシップを
構築しつつ、ヒットタイトルの創出を目指してまいります。
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② 海外市場への展開
当社グループは、これまでに複数のゲームコンテンツを海外展開してきたノウハウを最

大限活用し、収益力の強化を図ることが重要な課題であると考えております。そのため、
自社開発の有力ゲームのみならず、他社の有力ゲームの海外展開等も推進することで、収
益軸の拡大を目指し取り組んでまいります。

③ コンテンツに依存しない収益基盤の拡大
当社グループは、現在ゲームコンテンツの配信による売上が収益の大半を占めておりま

すが、今後の経営基盤の安定を図るためには、ボラティリティの低い事業を着実に成長さ
せ、確固たる収益基盤として確立していく必要があると考えております。その点、当社グ
ループではブロックチェーン領域において、市場黎明期より培った多様なノウハウやネッ
トワークを活用のうえ積極的な事業展開を図っており、特にアセットマネジメント領域に
おいては独自のポートフォリオ戦略を確立のうえ既に収益化を実現し、更なる事業拡大に
向けた有力企業との戦略的提携等も積極的に実施しております。今後もこれらの取り組み
を中心に経営資源を更に投下していくことで、コンテンツに依存しない収益基盤の拡大を
図ってまいります。

④ コーポレートブランドの強化
当社グループのビジョン実現のためには、ユーザーから継続的に支持されるサービス提

供に加え、多くのユーザーに愛着を持っていただける会社となることが必要だと考えてお
ります。そのため、積極的な広報活動、IR活動及びCSR活動を推進していくことで、当社
グループのコーポレートブランドの向上を図ってまいります。

⑤ ユーザー獲得の強化
当社グループは、当社グループが提供するゲームコンテンツのユーザー数の増加が、業

績拡大のための重要な課題であると考えております。当社グループでは、SNS等のインタ
ーネット媒体を含む各種メディアへの広告出稿及びイベント等を通じたユーザー獲得施策
を継続的に実施しておりますが、過大な広告出稿はユーザー獲得単価の高騰につながると
考えております。従って、当社グループではゲームコンテンツ毎の広告出稿に関する費用
対効果を分析、把握した上で、今後も積極的かつ効果的な手法による広告出稿を実施し、
ユーザー獲得の強化を図ってまいります。
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⑥ システム技術・インフラの強化
当社グループが提供するゲームコンテンツは、スマートフォン・タブレット端末等を通

じインターネット上で提供していることから、システムの安定的な稼働及びスマートフォ
ン・タブレット端末の技術革新への適切な対応が重要な課題であると考えております。従
って、当社グループではサーバー等のシステムインフラを安定的に稼働させるべく、継続
的なインフラ基盤の強化及び専門的な人員の確保に努めるとともに、必要に応じて他社が
提供するサービスを利用しながら、技術革新にも迅速に対応できる開発体制作りに努めて
まいります。

⑦ 優秀な人材の確保
当社グループは、今後の更なる事業拡大のために、当社の成長フェーズに応じた組織体

制の強化が不可欠であると考えております。そのためには、優秀な人材の確保が重要であ
ると考えており、従業員一人一人がライフスタイルに合わせて仕事ができるように在宅勤
務やフレックスタイム制度などの柔軟な働き方を可能とする制度を整備しております。こ
のような多様な働き方を提供することにより、従業員のワークライフバランスを取りやす
くし、優秀な人材確保に努めてまいります。

⑧ コーポレート・ガバナンスの強化
当社グループは、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。そのため、事業拡大

に応じた「業務の適正を確保するための体制」の強化を図るとともに、金融商品取引法に
おける内部統制報告制度の適用等も踏まえ、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実
に取り組んでまいります。

⑨ 消費者の安全性の確保
当社グループは、モバイルオンラインゲーム領域、ブロックチェーン領域等をとりまく

環境が大きく変化する中で、当社が提供しているコンテンツをユーザーが安心安全に利用
できる環境を整備することが重要な課題であると考えております。そのため、一般社団法
人日本オンラインゲーム協会や一般社団法人日本ブロックチェーン協会及び一般社団法人
日本デジタル空間経済連盟に加盟し、消費者保護の観点から業界各社との連携や情報交換
を図っております。あわせて、「資金決済に関する法律」等の各種法令や、監督官庁の指
針、ガイドライン等による規制を遵守することで、健全な環境の整備に努めてまいりま
す。
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（6）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
2022年４月期

第 16 期
2023年４月期

第 17 期
2024年４月期

第 18 期
（当連結会計年度）
2025年４月期

売 上 高（千円） 18,942,037 16,009,705 12,066,565 8,942,741
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失(△)（千円） △3,890,047 △19,048 △4,514,014 2,103,632

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失(△)（千円）

△6,273,694 445,933 △5,934,026 2,063,322

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失(△)（円）

△214.07 13.83 △150.03 43.50

総 資 産（千円） 18,362,709 26,550,480 19,332,572 23,884,755

純 資 産（千円） 10,084,362 18,664,143 12,242,620 17,880,345

１株当たり純資産額（円） 316.11 459.40 301.84 337.45

② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
2022年４月期

第 16 期
2023年４月期

第 17 期
2024年４月期

第 18 期
（当事業年度）
2025年４月期

売 上 高 （千 円） 18,764,263 15,899,705 12,425,052 8,859,190
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失(△)（千円） △3,136,148 811,006 △5,347,923 △19,228

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失(△)（千円） △5,383,066 862,212 △9,356,107 △289,377

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失(△)（円）

△183.68 26.74 △236.55 △6.10

総 資 産（千円） 18,379,528 25,845,344 18,132,972 19,286,953

純 資 産（千円） 6,479,018 14,653,215 5,125,235 7,838,544

１株当たり純資産額（円） 208.91 361.74 122.04 153.00
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（7）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はございません。

② 重要な子会社の状況（2025年４月30日現在）

会 社 名 資 本 金 当社の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 F g G 10,000千円 100.0％ モバイルオンラインゲームのライセ
ンス等の知的財産権の管理

株 式 会 社 グ ラ ム ス 10,000千円 100.0％ モバイルオンラインゲームの開発・
運営

gumi Asia Pte. Ltd. 2,000千シンガポールドル 100.0％ 同上

台灣谷米數位科技有限公司 10,000千台湾ドル 100.0％ 同上

株 式 会 社 gumi ventures 159,350千円 100.0％ 投資事業及び投資ファンドの運営

株 式 会 社 gumi X Reality 100,000千円 100.0％
XRに関するハードウェア、ソフトウ
ェア及びコンテンツの開発並びにXR
に係る投資

Tokyo XR Startups 株 式会社 42,500千円 100.0％ XR技術を活用したプロダクト開発を
行うスタートアップへの支援等

gumi America, Inc. 11,005千米ドル 100.0％ XR、AI及びブロックチェーンに係る
投資

株 式 会 社 gC Games 500千円 100.0％ ブロックチェーンゲームの開発・配
信及びサービスの提供

株 式 会 社 gumi Cryptos 10,000千円 100.0％
ブロックチェーンに関するソフトウ
ェア及びコンテンツの開発並びにブ
ロックチェーンに係る投資

株 式 会 社 gC Labs 10,000千円 100.0％ 投資領域を除くブロックチェーン領
域全般の管掌

株式会社Hinode Technologies 495,112千円 65.97％ ブロックチェーンのノード運営及び
暗号資産会計管理システムの提供

gC Games Singapore Pte. Ltd. 100千シンガポールドル 100.0％ ブロックチェーンゲームの開発・配
信及びサービスの提供

gC Incubation Pte. Ltd. 250千シンガポールドル 100.0％ ブロックチェーン及び暗号資産領域
への投資

（注）１．株式会社エイリムは、当連結会計年度に当社が保有する全株式をガンホー・オンライン・エンターテ
イメント株式会社に売却したことに伴い、連結子会社から除外しております。

２．株式会社Hinode Technologiesは、2025年４月１日に設立しております。
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（8）主要な事業内容（2025年４月30日現在）

事 業 事 業 内 容

モバイルオンラインゲーム事業 モバイルオンラインゲームの開発・運用

ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 等 事 業 ブロックチェーン及びXRに関するハードウェア、ソフトウェア、コンテン
ツ及びサービスの開発、提供並びに投資

（9）主要な事業所（2025年４月30日現在）
① 当社

本 社 東京都 新宿区

② 子会社
株 式 会 社 F g G 東京都 新宿区
株 式 会 社 グ ラ ム ス 東京都 新宿区
gumi Asia Pte. Ltd. シンガポール シンガポール市
台 灣 谷 米 數 位 科 技 有 限 公 司 台湾 台北市
株 式 会 社 gumi ventures 東京都 新宿区
株 式 会 社 gumi X Reality 東京都 新宿区
Tokyo XR Startups 株 式 会 社 東京都 新宿区
gumi America, Inc. アメリカ カリフォルニア州
株 式 会 社 gC Games 東京都 新宿区
株 式 会 社 gumi Cryptos 東京都 新宿区
株 式 会 社 gC Labs 福岡県 福岡市 博多区
株 式 会 社 Hinode Technologies 東京都 新宿区
gC Games Singapore Pte. Ltd. シンガポール シンガポール市
gC Incubation Pte. Ltd. シンガポール シンガポール市
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（10）使用人の状況（2025年４月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減

モバイルオンラインゲーム事業 299名（ 7名） 255名減

ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 等 事 業 43名（ 4名） 54名減

全 社 （共 通） 36名（ 3名） 2名減

（注）１．使用人数は従業員数であり、正社員のほか契約社員を含み、当社グループからグループ外への出向者
を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であり（ ）内は臨時雇用者（アル
バイト、パートタイマーを含み、派遣社員を除く）の年間平均雇用人数を外数で記載しております。

２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門及び技術部門に
所属しているものであります。

３．使用人が減少した主な要因は、国内及び海外における組織再編によるものであります。
② 当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

312名（13名） 112名減 37歳0ヶ月 ５年9ヶ月

（注）使用人数は従業員数であり、正社員のほか契約社員を含み、当社から社外への出向者を除き、社外から当
社への出向者を含む就業人員であり（ ）内は臨時雇用者（アルバイト、パートタイマーを含み、派遣社
員を除く）の年間平均雇用人数を外数で記載しております。

（11）主要な借入先（2025年４月30日現在）
借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,194,467千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,000,000千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,000,000千円

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 217,100千円

（注）シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行を幹事とする２社（株式会社三井住友銀行、三井住友信託
銀行株式会社）の協調融資によるものです。

（12）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はございません。
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２．会社の株式に関する事項（2025年４月30日現在）
（1）発行可能株式総数 98,878,000株
（2）発行済株式の総数 49,491,234株
（3）株主数 23,270名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

SBI ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 9,960,000株 20.12％

SUPER STATE HOLDINGS 株 式 会 社 9,887,500株 19.97％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 3,711,300株 7.49％

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 1,248,500株 2.52％

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,180,000株 2.38％

川 本 寛 之 995,800株 2.01％

本 吉 誠 778,600株 1.57％

楽 天 証 券 株 式 会 社 672,300株 1.35％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) 294,100株 0.59％

今 泉 潤 292,100株 0.59％

（注）当社は、自己株式を保有しておりません。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員（当社役員であった者を含む。）に対し交
付した株式の状況
該当事項はございません。

（6）その他株式に関する重要な事項
①新株予約権の行使
当事業年度における新株予約権の行使により、発行済株式の総数が22,000株増加して
おります。

②2024年７月16日付で第三者割当の方法により、SUPER STATE HOLDINGS株式会社
に対して普通株式9,887,500株を新たに発行いたしました。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予

約権の状況（2025年４月30日現在）
第16回新株予約権 第20回新株予約権

発行決議日 2017年７月26日 2018年７月27日

新株予約権の数 503個 1,000個
目的となる株式の
種類及び数 普通株式50,300株 普通株式100,000株

新株予約権１個
当たりの払込金額 121,900円（注）１ 65,600円（注）１

行使時１株当たりの
払込金額 １円 １円

権利行使期間 自2018年８月10日
至2048年８月９日

自2019年８月13日
至2048年８月12日

行使条件 （注）２ （注）３

役
員
の
保
有
状
況

取締役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数 503個
目的となる株式数 50,300株
保有者数 ２名

新株予約権の数 1,000個
目的となる株式数 100,000株
保有者数 ２名

取締役
（監査等委員）

新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株
保有者数 ０名

新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株
保有者数 ０名
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第22回新株予約権

発行決議日 2020年７月29日

新株予約権の数 800個
目的となる株式の
種類及び数 普通株式80,000株

新株予約権１個
当たりの払込金額 98,600円（注）１

行使時１株当たりの
払込金額 １円

権利行使期間 自2021年８月１日
至2050年７月31日

行使条件 （注）４

役
員
の
保
有
状
況

取締役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数 800個
目的となる株式数 80,000株
保有者数 ２名

取締役
（監査等委員）

新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株
保有者数 ０名

（注）１．当社に対する報酬債権をもって相殺し、金銭の払込みは要しません。
２．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、「新株予約権を行使することができる期間」の期間内において、当社又は当社関

係会社の取締役又は従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約
権を一括して行使できるものとする。

② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会
社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない
場合には取締役会決議）がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行
使できるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、「新株予約権を行使することができる期間」の期間内において、当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日にあたる場合には翌営業日）を経過する日まで
に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会
社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない
場合には取締役会決議）がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行
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使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、10日（10日目が休日にあたる場

合には翌営業日）を経過する日までに限り、保有する全ての新株予約権を一括してのみ行使できる
ものとする。

② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会
社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない
場合には取締役会決議）がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行
使できるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
④ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はございません。

（3）その他新株予約権等の状況
該当事項はございません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2025年４月30日現在）
地位及び担当 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 川 本 寛 之

株式会社FgG 代表取締役社長
株式会社グラムス 取締役
gumi Asia Pte. Ltd. Director
台灣谷米數位科技有限公司 董事長
株式会社gumi ventures 代表取締役社長
株式会社gumi X Reality 代表取締役社長
Tokyo XR Startups株式会社 代表取締役社長
gumi America,Inc. Director
株式会社gumi Cryptos 代表取締役社長
株式会社gC Labs 取締役
gC Incubation Pte. Ltd. Director

取 締 役 本 吉 誠

株式会社グラムス 監査役
株式会社gumi ventures 取締役
株式会社gumi X Reality 監査役
Tokyo XR Startups株式会社 監査役
株式会社gumi Cryptos 監査役

取 締 役
（監査等委員） 清 水 健 次

株式会社Gunosy 社外監査役
清水法律事務所 代表弁護士
日本テクノ株式会社 社外取締役（監査等委員）
株式会社長越 代表取締役
株式会社アクシージア 社外監査役

取 締 役
（監査等委員） 尾 白 有 亮

株式会社SBI証券 執行役員常務 営業副本部長兼投資銀行部長
SBIスマートエナジー株式会社 取締役
日本充電インフラ株式会社 社外取締役
株式会社Blue Planet-works 社外取締役

取 締 役
（監査等委員） 岡 﨑 太 輔

SUPER STATE HOLDINGS株式会社 取締役
株式会社STPR 取締役
AppBank株式会社 社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（監査等委員） 小 林 賢 治

シニフィアン株式会社 代表取締役
シニフィアンKID株式会社 代表取締役
ラクスル株式会社 社外取締役
株式会社ツクルバ 社外取締役（監査等委員）

取 締 役
（監査等委員） 増 田 恵 子 株式会社Agent One 代表取締役

株式会社MC One 代表取締役
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（注）１．取締役（監査等委員）清水健次氏、尾白有亮氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏及び増田恵子氏は、社外取
締役であります。

２．取締役（監査等委員）清水健次氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有するものであります。

３．監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常
勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

４．当社は、取締役（監査等委員）清水健次氏、小林賢治氏及び増田恵子氏を東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、同法第425条で定める最低責任限度額としております。

（3）補償契約の内容の概要
該当事項はございません。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役及び監査役、並びに執行役員及び管

理職従業員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任

の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会
社が塡補するものであり、１年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新
を予定しております。ただし、法令違反を認識したうえでの行為に起因して生じた損害は塡
補されないなど、一定の免責事由を設けております。
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（5）当事業年度に係る取締役の報酬等の額
① 当事業年度に係る報酬等の総額

区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

支給人員
基本報酬 非金銭報酬等

取締役
（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

87,750
（
千円
−）

87,750
（
千円
−）

−
（
千円
−）

2
（−

名
名）

取締役
（監査等委員）

（うち社外取締役）
19,000
(19,000

千円
千円）

19,000
(19,000

千円
千円）

−
（
千円
−）

４
（４

名
名）

合計
（うち社外取締役）

106,750
(19,000

千円
千円）

106,750
(19,000

千円
千円）

−
（
千円
−）

６
（４

名
名）

② 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はございません。

③ 業績連動報酬等に関する事項
該当事項はございません。

④ 非金銭報酬等の内容
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の非金銭報酬として、中長期的な業

績や株価を通じた企業価値・株主価値の向上を図るため、取締役に対する株式報酬型スト
ックオプションを導入しております。
当該報酬の内容は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額（年額200百万円以内）とは別枠で、年
額100百万円以内（うち社外取締役を除く。）としております。当事業年度において株式
報酬型ストックオプションの交付はありません。

⑤ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2020年７月28日開催の第13回定時株

主総会において、年額200百万円以内と決議いただいております（使用人兼務取締役の使
用人分給与は含まない。）。取締役（監査等委員を除く。）に対する株式報酬型ストックオ
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プションとしての新株予約権の報酬額は、当該定時株主総会において、上記報酬限度額と
は別枠で、年額100百万円以内（うち社外取締役を除く。）として決議いただいておりま
す。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は３名（うち社外
取締役は０名）です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、当該定時株主総会におい
て、年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等
委員である取締役の員数は４名です。

⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針に関する事項
当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役

を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお
ります。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について社外役員のみで構成
する指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度
に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等
の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの
答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお
ります。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。なお、監査

等委員である取締役の報酬等の決定方針につきまして、監査等委員である取締役の報酬等
は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性に鑑み、固定報酬（金銭）のみとし、
監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
ａ．基本報酬に係る方針

月例の固定報酬とし役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給
与の水準を総合的に勘案し、当社で定める報酬テーブルに定めた範囲内で決定するもの
とする。また、各事業年度に指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとす
る。

ｂ．業績連動報酬に関する方針
当社は業績連動報酬を導入していないため現時点で当該方針は定めていない。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針
中長期的な業績や株価を通じた企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進する

ことを目的として決定する。また、発行する際には都度、指名・報酬委員会の答申を踏
まえて決定することとする。
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ｄ．報酬等の割合に関する方針
取締役（監査等委員を除く）の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規

模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、
職責及び個別の業績等を総合的に勘案し指名・報酬委員会において検討を行う。取締役
会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範
囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

ｅ．報酬等の付与時期や条件に関する事項
取締役の報酬等を与える時期又は条件の決定に関しては以下のとおりとする。
報酬を与える時期
基本報酬 ：任期開始日から任期終了日
非金銭報酬 ：任期開始日から任期終了日

条件の決定
基本報酬 ：任期開始日から最初に到来する取締役会において条件を決定する。
非金銭報酬 ：任期開始日から最初に到来する取締役会において条件を決定する。

ｆ．報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議に基づき代表取締役がその具体的内容につ

いて委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬とその他の報酬の
配分を決定する。
取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会

に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は当該答申の内容
を尊重し決定をしなければならないものとする。なお、株式報酬については、指名・報
酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。

⑦ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長川本寛之に対し各取締役の基本報酬とその他の報酬の決定

を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部
門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委
任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性について確認し
ております。
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⑧ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く。）から受けた役員報酬等の
総額
該当事項はございません。

（6）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
ａ．社外取締役（監査等委員）清水健次氏は、株式会社Gunosyの社外監査役、清水法律
事務所の代表弁護士、日本テクノ株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社長越
の代表取締役及び株式会社アクシージアの社外監査役であります。当社と株式会社
Gunosy、清水法律事務所、日本テクノ株式会社、株式会社長越及び株式会社アクシー
ジアとの間に特別な関係はありません。

ｂ．社外取締役（監査等委員）尾白有亮氏は、当社株式の20.12％を保有する当社主要株
主である筆頭株主のSBIホールディングス株式会社の子会社の株式会社SBI証券の執行役
員常務、SBIスマートエナジー株式会社の取締役、日本充電インフラ株式会社の社外取
締役及び株式会社Blue Planet-worksの社外取締役であります。なお、SBIホールディ
ングス株式会社と当社の間では資本業務提携契約を締結しております。

ｃ．社外取締役（監査等委員）岡﨑太輔氏は、当社株式の19.97％を保有する当社主要株
主であるSUPER STATE HOLDINGS株式会社の取締役、同社の子会社である株式会社
STPRの取締役及びAppBank株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。なお、
SUPER STATE HOLDINGS株式会社と当社の間では資本業務提携契約を締結しており
ます。

ｄ．社外取締役（監査等委員）小林賢治氏は、シニフィアン株式会社の代表取締役、シニ
フィアンKID株式会社の代表取締役、ラクスル株式会社の社外取締役及び株式会社ツク
ルバの社外取締役（監査等委員）であります。当社とシニフィアン株式会社、シニフィ
アンKID株式会社、ラクスル株式会社及び株式会社ツクルバとの間に特別な関係はあり
ません。

e．社外取締役（監査等委員）増田恵子氏は、株式会社Agent Oneの代表取締役及び株
式会社MC Oneの代表取締役であります。当社と株式会社Agent One及び株式会社
MC Oneとの間に特別な関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況

氏 名 出席状況及び発言状況並びに
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

清 水 健 次

取 締 役
（監査等委員）

当事業年度において開催された取締役会17回のうち全てに出席いたしました。
主に弁護士及び公認会計士として培ってきた知識・見地から、取締役会において、監
督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役
員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
また、当事業年度において開催された監査等委員会13回のうち全てに出席し、専門的な
見地から適宜、必要な発言を行っております。

尾 白 有 亮

取 締 役
（監査等委員）

当事業年度において、社外取締役就任後に開催された取締役会14回のうち11回に出席
いたしました。主に経営者として培ってきた知識・見地から、取締役会において、監
督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役
員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
また、社外取締役就任後に開催された監査等委員会10回のうち８回に出席し、専門的な
見地から適宜、必要な発言を行っております。

岡 﨑 太 輔

取 締 役
（監査等委員）

当事業年度において、社外取締役就任後に開催された取締役会14回のうち全てに出席い
たしました。主に経営者として培ってきた知識・見地から、取締役会において、監督、
助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員報
酬等の決定過程における監督機能を担っております。
また、社外取締役就任後に開催された監査等委員会10回のうち９回に出席し、専門的な
見地から適宜、必要な発言を行っております。

小 林 賢 治

取 締 役
（監査等委員）

当事業年度において、社外取締役就任後に開催された取締役会14回のうち全てに出席い
たしました。主に経営者として培ってきた知識・見地から、取締役会において、監督、
助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員報
酬等の決定過程における監督機能を担っております。
また、社外取締役就任後に開催された監査等委員会10回のうち全てに出席し、専門的な
見地から適宜、必要な発言を行っております。

増 田 恵 子

取 締 役
（監査等委員）

当事業年度において、社外取締役就任後に開催された取締役会14回のうち全てに出席い
たしました。主に経営者として培ってきた知識・見地から、取締役会において、監督、
助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員報
酬等の決定過程における監督機能を担っております。
また、社外取締役就任後に開催された監査等委員会10回のうち全てに出席し、専門的な
見地から適宜、必要な発言を行っております。

（注） 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第21条の規定に基づき、取締役会決議
があったものとみなす書面決議が８回ありました。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 58百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 59百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査
人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の重要な子会社のうち、一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士
又は監査法人の監査を受けております。

３．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会社法第399条第１項及び第３項の同
意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はございません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社の監査等委員会は、当社の会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当

し、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、又は当社の会計監査人について、会計監
査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人
の選任が必要と判断した場合は、当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、
当社の取締役会は監査等委員会の決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要
該当事項はございません。

（6）補償契約の内容の概要
該当事項はございません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について

取締役会において決議しております。「内部統制システム構築に関する基本方針」の内容は以
下のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）取締役は、誠実且つ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。
（2）毎月１回以上開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、

経営事項の審議及び決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。
（3）基本行動理念を定め、企業倫理に対する意識を高め、法令及び企業の社会的責任に対す

る自覚を促す。
（4）「コンプライアンス規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。
（5）「内部通報規程」を適切に運用し、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部

通報の仕組みを構築する。
（6）金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。
（7）反社会的勢力･団体には毅然として対応し、一切の関係を持たない。
（8）使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定・改正、当

社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、すみやかに必要な研修
を実施する。

（運用状況の概要）
① 当社は、法令やルールを厳格に遵守し、誠実且つ公平な企業活動を遂行するとともに、

企業理念に従った経営の健全性を確保することを目的として「法令遵守に関する行動指
針」、「コンプライアンス規程」を制定しています。

② 全役職員を対象にコンプライアンス研修（ハラスメント、労働法、内部通報制度、イン
サイダー取引、知的財産権、下請法等）を開催しています。

③ 当社グループ企業の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の必
要な評価範囲を決定し、その評価を実施しています。

④ 当社は、監査等委員会、内部監査部門等によるモニタリングを通じて、法令義務違反が
発生した場合又は発生するおそれのある場合は厳正な調査を行い、適切な処理方法を選
択するとともに、再発防止を図ることとしています。
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⑤ 当社は、監査等委員、内部監査室長及び人事部長を構成員とする内部通報窓口を設置
し、法令違反についての早期発見とその是正が行われる体制を整備しています。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）情報資産を保護し正確且つ安全に取扱うために定めた「情報セキュリティ管理規程」及

び「機密文書管理規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。
（2）「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、

計算書類、稟議書、契約書、その他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管
理する。

（運用状況の概要）
取締役会議事録や重要な会議、稟議書等の取締役の職務執行に関する情報（文書又は電子

的記録）は、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保管及び管理を行っています。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、リスクマネジメント委員会のもと

「リスク管理規程」に基づき、全てのリスクを総括的に管理する。
（2）大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役

を本部長とする対策本部を設置し、すみやかに措置を講ずる。
（運用状況の概要）
① 当社は、「リスク管理規程」に従って、当社の事業の継続性に関わるリスクの識別、分

析を行い適切な対応を行っています。
② 当社は、「災害・危機管理対策ガイドライン」その他マニュアル等を制定し、有事に備

えて会社として対応できる体制を整えています。
③ 当社は、リスクマネジメント委員会を四半期に１回以上開催することを原則として、当

社グループ内で発生しうるリスクの分析や事前防止策及び発生時の対処方法について協
議しています。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）「組織規程」、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づいて取締役の合理的な職務

分掌を定め、職務執行の効率化を図るとともに、取締役相互の牽制によるチェック機能
を備えた迅速且つ効率的な意思決定を実行する。

（2）取締役会を補完する会議体として「常勤役員会」を設置し、迅速且つ臨機応変なる経営
判断を可能にする。

（3）決裁及びデータ管理の電子化を進め、業務効率向上に努める。
（4）組織及び部門目標の明確な付与と評価制度を通して、経営効率の向上に努める。
（運用状況の概要）

原則として月に１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催
し、法令や定款に定める事項、業務執行に関する事項の決議を行っています。また、各組織
の職務分掌と各職位の責任と権限を「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」の
各規程に定め、業務の組織的且つ能率的な運営を図っています。

５．当社並びに当社が形成する企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）当社の関係会社については、「関係会社管理規程」により所管部署を定め、当社の経営

方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理・調整・支援を行うとともに、関係会社の取締
役等及び使用人が法令及び定款を遵守して職務を執行することができる体制を整備す
る。

（2）関係会社の取締役等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ
報告することができる体制を整備する。

（3）関係会社のリスク管理に関する規程その他の体制を整備するほか、各関係会社にリスク
管理責任者を配置し、リスクマネジメント委員会がグループ全体のリスクについて総括
的に管理を行う。

（4）関係会社の監査役が監査を行うとともに、当社の内部監査部門が定期的に監査を行い、
業務処理が適正に行われていることを確認する。

（5）当社の監査等委員会はこれらの結果を踏まえ、必要に応じて自ら調査を行う。
（6）反社会的勢力への対応も含めたコンプライアンス体制の整備につき、関係会社を指導す

るとともに、関係会社への教育・研修等を実施し、グループ全体のコンプライアンスの
徹底に努める。
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（運用状況の概要）
① 当社グループ経営の適正且つ効率的な運営を目的に、各子会社において法令遵守に関す

る行動指針や、コンプライアンスに関する事項を規程又は就業規則に定めているほか、
子会社での決裁事項についても必要に応じて当社への報告を求めるなど、子会社の適切
な管理・指導を行っています。また、子会社の役職員のコンプライアンスに関する相
談・通報体制を社内規程に定め、当社に相談・通報の窓口を設けています。

② 当社グループは、反社会的勢力排除に向けて「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会
的勢力との関わりを一切持たないようにすることの周知徹底を図っています。また、当
社は公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、特殊暴力に関する情報
共有や研修を通じて反社会的勢力排除に向けた意識の醸成に努めています。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立
性に関する事項

（1）監査等委員会から、監査等委員会が行う特定の監査業務の補助に従事させる使用人を求
められた場合には、監査等委員会と協議の上、内部監査部門等に在籍する使用人の中か
らスタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。

（2）当該使用人が監査業務を補助するに当たって監査等委員会から命令を受けた事項につい
ては、当該使用人は取締役の指揮・命令を受けない。

（運用状況の概要）
監査等委員会の職務を補助すべき使用人が監査等委員会から命令を受けた場合は、取締役

の指揮・命令を受けない体制を確立しています。

７．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告
に関する体制

（1）重要会議への出席
監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほ

か、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴
取し、関係資料を閲覧することができる。

（2）取締役の報告義務
① 取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査等委員会に報告す

る。
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② 取締役は監査等委員会に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度
直ちに報告する。

・財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
・業績及び業績見通しの内容
・内部監査の内容及び結果
・内部通報制度に基づく情報提供の状況
・行政処分の内容
・前各号に掲げるもののほか、監査等委員会が求める事項

（3）使用人による報告
使用人は、監査等委員会に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。ま

た、関係会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者も、親会社の監査
等委員会に直接報告をすることができる。
① 当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
② 重大な法令又は定款違反事実

（4）監査等委員会へ報告した者への不利益な取扱いの禁止
前項の報告をした当社の取締役・使用人、又は関係会社の取締役・使用人が監査等委員

会へ当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けてはならない。
（運用状況の概要）
① 当社は、取締役会及び重要な会議（リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員

会）の構成員に監査等委員を指名し、取締役及び全役職員から報告を受けることができ
る体制を整備しています。

② 当社は、当社及び子会社の役職員のコンプライアンスに関する相談・通報体制を社内規
程に定め、当社に相談・通報の窓口を設けており、当社に直接相談・通報できる体制を
整備しております。また、通報者の保護についても社内規程に定め厳格に運用しており
ます。
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８．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）代表取締役、会計監査人、内部監査部門、リスクマネジメント委員会等と監査等委員会

の連携
代表取締役、会計監査人、内部監査部門、リスクマネジメント委員会等は、監査等委員

会の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査等委員会と意見交換を実施することによ
り連携を図るものとする。

（2）外部専門家の起用
監査等委員会が監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサ

ルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。
（3）監査等委員会の必要経費

監査等委員会の職務遂行に必要な費用は全て当社が負担する。
（運用状況の概要）
① 当社は、監査等委員会がコンサルタントや弁護士等の外部専門家を積極的に活用するこ

とを認めています。
② 当社は、会社法第399条の２第４項に従って監査等委員会の職務遂行に必要な費用は全

て当社が負担するものとしています。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年４月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売掛金及び契約資産
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
暗 号 資 産
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
その他の関係会社有価証券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

15,736,683
6,077,083
553,205
378,226
604,440
58,926

7,581,430
483,371

8,148,071
107,638

47,077

60,561

2,137,256

8,464
2,128,391

400
5,903,177
182,545

1,523,345
83,890

2,971,578
352,336
839,480
△49,999

流 動 負 債 5,112,234
買 掛 金 114,232
短 期 借 入 金 2,000,000
１年内償還予定の社債 420,000
１年内返済予定の長期借入金 1,328,208
未 払 金 188,653
未 払 費 用 44,560
未 払 法 人 税 等 376,145
未 払 消 費 税 等 28,764
預 り 金 100,548
賞 与 引 当 金 42,766
そ の 他 468,354

固 定 負 債 892,174
社 債 200,000
長 期 借 入 金 83,359
資 産 除 去 債 務 62,167
繰 延 税 金 負 債 389,990
そ の 他 156,657

負 債 合 計 6,004,409
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 15,587,942
資 本 金 14,617,238
資 本 剰 余 金 2,065,916
利 益 剰 余 金 △1,095,211

その他の包括利益累計額 1,112,852
その他有価証券評価差額金 148,840
為 替 換 算 調 整 勘 定 964,011

新 株 予 約 権 266,186
非 支 配 株 主 持 分 913,363
純 資 産 合 計 17,880,345

資 産 合 計 23,884,755 負 債 ・ 純 資 産 合 計 23,884,755
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 8,942,741
売 上 原 価 6,852,521

売 上 総 利 益 2,090,219
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,719,396

営 業 利 益 370,823
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 34,010
投 資 事 業 組 合 運 用 益 24,999
暗 号 資 産 評 価 益 2,024,031
暗 号 資 産 売 却 益 105,392
経 営 指 導 料 5,500
そ の 他 6,854 2,200,788

営 業 外 費 用
支 払 利 息 64,932
為 替 差 損 16,889
株 式 交 付 費 60,416
寄 付 金 440
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 308,325
そ の 他 16,975 467,979
経 常 利 益 2,103,632

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,217
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,195,655
関 係 会 社 株 式 売 却 益 458,238
新 株 予 約 権 戻 入 益 9,074 1,664,185

特 別 損 失
減 損 損 失 9,759
固 定 資 産 除 却 損 2,711
投 資 有 価 証 券 評 価 損 981,683
関 係 会 社 株 式 評 価 損 30,292
事 業 構 造 改 革 費 用 276,339 1,300,785
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,467,032
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 349,281
法 人 税 等 調 整 額 67,769 417,050
当 期 純 利 益 2,049,982
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △13,340
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,063,322

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2024
2025

年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資本合計
２０２４年５月１日残高 13,119,471 323,727 △3,158,534 10,284,663
連結会計年度中の変動額
新 株 の 発 行 1,497,766 1,497,766 2,995,533
親会社株主に帰属する当期純利益 2,063,322 2,063,322
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 244,422 244,422
株 主 資 本 以 外 の
項目の連結会計年度
中 の 変 動 額 （純 額）

連結会計年度中の変動額合計 1,497,766 1,742,189 2,063,322 5,303,278
２０２５年４月３０日残高 14,617,238 2,065,916 △1,095,211 15,587,942

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累計額合計

２０２４年５月１日残高 174,308 1,488,494 1,662,802 294,634 519 12,242,620
連結会計年度中の変動額
新 株 の 発 行 2,995,533
親会社株主に帰属する当期純利益 2,063,322
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 244,422
株 主 資 本 以 外 の
項目の連結会計年度
中 の 変 動 額 （純 額）

△25,468 △524,482 △549,950 △28,448 912,844 334,446

連結会計年度中の変動額合計 △25,468 △524,482 △549,950 △28,448 912,844 5,637,725
２０２５年４月３０日残高 148,840 964,011 1,112,852 266,186 913,363 17,880,345

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 20社

主要な連結子会社の名称 株式会社FgG
株式会社グラムス
gumi Asia Pte. Ltd.
台灣谷米數位科技有限公司
株式会社gumi ventures
株式会社gumi X Reality
Tokyo XR Startups株式会社
株式会社gC Games
gumi America, Inc.
株式会社gumi Cryptos
株式会社gC Labs
株式会社Hinode Technologies
gC Games Singapore Pte. Ltd.
gC Incubation Pte. Ltd.

（2）主要な非連結子会社の名称等
gumi Investment Limited
（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社１社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためでありま
す。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の関連会社数 5社

主要な会社名 VR Fund, L.P.、 合 同 会 社 gumi Cryptos Capital、gumi Cryptos
Capital Fund II Parallel, LP、Decima Fund, LP.

（2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
主要な会社名 gumi Investment Limited、株式会社ゆにクリエイト
（持分法を適用しない理由）

持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余
金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

（3）gumi Cryptos Capital Fund II Parallel, LP及びDecima Fund, LP.の決算日は12月31日ですが、当該
会社の事業年度に係る計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要
な調整を行っております。また、VR Fund,L.P.他２社の決算日は12月31日ですが、連結決算日現在で本
決算に準じた仮決算を行った計算書類を使用しております。
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３．連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する事項
当連結会計年度より、株式会社Hinode Technologies他1社は新たに設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。また、重要性が増したDecima Fund, LP.を持分法の適用の範囲に含めております。株式会社エイリ
ムは当社が保有する全株式を売却したことに伴い連結の範囲から除外しております。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、台灣谷米數位科技有限公司及びgumi ventures３号投資事業有限責任組合他１社の決算

日は12月31日であります。連結計算書類の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計
算書類を使用しております。
なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

５．会計方針に関する事項
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式 ……… 移動平均法による原価法
② その他有価証券 市場価格のない株

式等以外のもの
……… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株
式等

……… 主として移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任
組合等への出資

……… 入手可能な直近の決算書に基づき、組合の損益のうち持分
相当額を加減する方法によっております。

（2）暗号資産の評価基準及び評価方法
活発な市場が存在するもの ……… 期末日の市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額と

しております。
活発な市場が存在しないもの ……… 主として移動平均法による低価法を採用しております。

（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く） ……… 主に定率法を採用しております。ただし、2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ７〜15年
工具、器具及び備品 ４〜10年

② 無形固定資産（リース資産を除く） ……… 定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内にお
ける利用可能期間(２〜５年)に基づく定額法によっており
ます。
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（4）引当金の計上基準
賞与引当金 ……… 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計

上しております。
貸倒引当金 ……… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

（5）繰延資産の処理方法
株式交付費 ……… 支出時に全額費用処理しております。
社債発行費 ……… 支出時に全額費用処理しております。

（6）収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

収益の主要な区分におけるそれぞれの収益認識基準は、以下のとおりです。なお、約束した対価の金額
は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
① ユーザーに対するアイテム課金に係る収益

当社グループは、スマートフォン・タブレット端末等向けのオンラインゲームを配信しております。多
くの場合、ユーザーに対し、ゲームは無料で提供し、ゲーム内で使用するアイテム等を有料で提供してお
ります。当該サービスにおいては、顧客であるユーザーが当該アイテム等を用いてゲームを行い、当社グ
ループがアイテムごとに定められた内容の役務の提供を行うことで履行義務が充足されるものと判断して
おります。そのため、顧客によるアイテム交換後の利用期間を見積り、当該見積り利用期間にわたって収
益を認識しております。

② ゲームの共同開発・運営企業に対する役務提供に係る収益
当社グループでは、スマートフォン・タブレット端末等向けのオンラインゲームを他社と共同で開発・

運営しております。当該サービスにおいては、顧客である協業企業に対し、当社グループが開発・運営業
務等の役務の提供を行うことで履行義務が充足されるものと判断しております。当社グループが顧客から
受取る対価は、ユーザーからの課金額に応じて算定され、当社グループから顧客への請求額として確定し
た時点で収益を認識しております。

③ 受託ソフトウエア開発に係る収益
当社グループでは、スマートフォン・タブレット端末等向けのオンラインゲームのソフトウエア開発を

受託しております。当該受託ソフトウエア開発においては、契約に基づく開発作業を進めるにつれ、顧客
に対する履行義務が充足されると判断しております。履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もるこ
とができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについて
は、原価回収基準により収益を認識しております。
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（7）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
……… 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場に
より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換
算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しておりま
す。

（8）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① グループ通算制度の適用 ……… グループ通算制度を適用しております。
② 暗号資産を対価とする取引の会計
処理

……… 暗号資産を対価とする取引については、取引日の当該暗号
資産の時価により取引価格を算定しております。

③ 関連する会計基準等の定めが明ら
かでない場合に採用した会計処理の原
則及び手続

……… 暗号資産の借り入れについては、暗号資産を借り入れ時
に、借り入れた暗号資産を資産として認識すると同時に、
貸手に対する返済義務を負債として認識しております。
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会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022

年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第

20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-2項(2)ただし書きに定める経
過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。ま
た、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類に
おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用し
ております。

会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
（単位：千円）

当連結会計年度
（2025年４月30日）

繰延税金資産 352,336

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
将来減算一時差異等に対して、予測される将来の課税所得及びタックス・プランニングを考慮し、将来の税

金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内、すなわち、回収可能な範囲内で繰延税金資産を認識し
ております。

②主要な仮定
予測される将来の課税所得は取締役会及び常勤役員会で承認された事業計画を基礎に算定しており、その主

要な仮定は、月間アクティブユーザー数であります。この仮定は、過去の経験、業界動向、ユーザー数増加施
策の期待効果等を反映しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来の課税所得について、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度におい

て、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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固定資産の減損
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）
当連結会計年度

（2025年４月30日）
有形固定資産 107,638

ソフトウエア 8,464

ソフトウエア仮勘定 2,128,391

減損損失 9,759

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社グループの当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産は、主に建物付属設備や工

具器具備品を計上したものであります。資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシュ・インフローを生み
出す最小の資金生成単位で行っており、主に会社を資金生成単位としております。
当社グループの当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されているソフトウエア及びソフトウエア仮勘定

は、主に自社開発ゲームに係る開発費を資産計上したものであります。資産のグルーピングは、概ね独立した
キャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生成単位で行っており、主にゲームタイトルを資金生成単位と
しております。
減損の兆候を識別した場合には、取締役会及び常勤役員会で承認された事業計画を基礎に算定された割引前

将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較して減損損失の認識の要否を判定し、減損損失を認識すべきである
と判定されたものについては、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。な
お、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値とし
て算定しております。

②主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、月間アクティブユーザー数であります。こ

の仮定は、過去の経験、業界動向、ユーザー数増加施策の期待効果等を反映しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は見積りの不確実性が高く、見積りに用いた仮

定の見直しが必要になった場合は、翌連結会計年度において減損損失を認識する可能性があります。
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追加情報
当社及び一部の連結子会社は、資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）における暗号資産を保有して

おります。なお、暗号資産に関する注記は以下のとおりであります。

１．暗号資産の連結貸借対照表計上額
当連結会計年度

（2025年４月30日）
保有する暗号資産 7,581,430 千円

合計 7,581,430 千円

２．保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び連結貸借対照表計上額
（1）活発な市場が存在する暗号資産

当連結会計年度
（2025年４月30日）

種類 保有数（単位） 連結貸借対照表計上額

FCT 378,696,661 FCT 2,867,270 千円

OSHI 403,764,847 OSHI 1,923,714 千円

BTC 89 BTC 1,202,602 千円

SUI 942,613 SUI 470,418 千円

USDT 3,228,275 USDT 459,471 千円

その他 − 657,953 千円

合計 − 7,581,430 千円

（2）活発な市場が存在しない暗号資産
当連結会計年度

（2025年４月30日）
種類 保有数（単位） 連結貸借対照表計上額

HIME 1,436,070,574 HIME 0 千円

NIDT 5,189,040 NIDT 0 千円

合計 − 0 千円
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連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 394,317 千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 49,491,234 株

２．剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

該当事項はありません。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の
種類及び数

区分 新株予約権の内容 新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的
となる株式の数

当社

第 16 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 50,300 株

第 20 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 100,000 株

第 22 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 80,000 株

第 23 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 38,000 株

第 24 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 29,000 株
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金計画に基づき、必要な資金を調達しております。一時的な余資は預金等の安全性の
高い金融資産で運用し、投機的取引やデリバティブ取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金は１年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理
① 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権について、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ご
とに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社グループでは、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金融機関より金融

商品に関する情報を収集し定期的に借入先及び契約内容の見直しを実施しております。
投資有価証券は、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状況等を継続的に

見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2025年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（1）投資有価証券 502,545 502,545 ー

資産計 502,545 502,545 ー
（2）社債

（一年内償還予定を含む） 620,000 624,589 4,589

（3）長期借入金
（一年内返済予定を含む） 1,411,567 1,412,280 713

負債計 2,031,567 2,036,870 5,303

（注）１.「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「未収入金」「短期借入金」及び「未払金」については、現
金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省
略しております。

２．市場価格のない株式等は上表に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は
336,249千円であります。

３．連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記
載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は3,740,019千円であります。
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

その他 ー ー 502,545 502,545

資産計 ー ー 502,545 502,545
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債（１年内償還予定を含む） − 624,589 − 624,589

長期借入金（１年内返済予定分を
含む） − 1,412,280 − 1,412,280

負債計 − 2,036,870 − 2,036,870

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
その他は非上場株式のJ-KISS型新株予約権であります。投資時期と連結会計年度末が近い場合は、時価と帳

簿価額が近似すると考えて帳簿価額を持って時価とし、その他の場合は、独立した第三者の評価専門家がオプ
ション価格法（OPM法）を用いて公正価値を測定しており、どちらもレベル３の時価に分類しております。

社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り

引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入等を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
モバイル
オンライン
ゲーム事業

ブロックチェーン等
事業 合計

国内 5,477,851 951,527 6,429,378

海外 976,587 12,204 988,792

顧客との契約から生じる収益 6,454,439 963,731 7,418,170

その他の収益 − 1,524,570 1,524,570

外部顧客への売上高 6,454,439 2,488,302 8,942,741

（注）収益分解情報は「国内」及び「海外」に区分し、モバイルオンラインゲーム事業においては日本語版タイ
トルの売上高を「国内」、海外言語版タイトルの売上高を「海外」として記載しております。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記」の「５．会計方針に関する事項」の
「(6) 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,109,543

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 553,205

契約資産（期首残高） 73,777

契約資産（期末残高） ー

契約負債（期首残高） 587,953

契約負債（期末残高） 452,790
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契約資産は受託ソフトウエア開発において進捗度の測定に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であ
ります。
契約負債は主にアイテム課金に係る顧客からの前受金及び残存履行義務であります。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は587,953千円

であります。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した収益

の額に重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が基本的に1年以内であるため、残存履行義務に

配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 337円45銭
２．１株当たり当期純利益 43円50銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2025年４月30日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売掛金及び契約資産
前 払 費 用
未 収 入 金
立 替 金
未 収 還 付 法 人 税 等
暗 号 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
その他の関係会社有価証券
関係会社長期貸付金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

8,144,330
3,947,030
1,344,112
364,569

1,308,570
43,252
667

2,321,310
124,246

△1,309,429
11,142,622

103,677
47,077
56,599

2,138,339
6,067

2,131,872
400

8,900,605
177,520
608,558

3,447,684
1,748

3,673,196
305,804
686,091

流 動 負 債 5,046,839
買 掛 金 194,408
短 期 借 入 金 2,000,000
1年以内償還予定の社債 420,000
１年内返済予定の長期借入金 1,328,208
未 払 金 177,471
未 払 費 用 151,482
未 払 法 人 税 等 60,751
預 り 金 265,042
賞 与 引 当 金 30,104
そ の 他 419,370

固 定 負 債 6,401,569
社 債 200,000
長 期 借 入 金 83,359
関係会社長期借入金 5,845,013
資 産 除 去 債 務 62,167
関係会社事業損失引当金 211,029

負 債 合 計 11,448,408
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 7,502,151
資 本 金 14,617,238
資 本 剰 余 金 2,530,399
資 本 準 備 金 1,556,399
そ の 他 資 本 剰 余 金 973,999

利 益 剰 余 金 △9,645,485
利 益 準 備 金 30,220
そ の 他 利 益 剰 余 金 △9,675,705
繰 越 利 益 剰 余 金 △9,675,705

評 価 ・ 換 算 差 額 等 70,205
その他有価証券評価差額金 70,205

新 株 予 約 権 266,186
純 資 産 合 計 7,838,544

資 産 合 計 19,286,953 負 債 ・ 純 資 産 合 計 19,286,953
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,859,190
売 上 原 価 7,177,461

売 上 総 利 益 1,681,729
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,357,205

営 業 損 失 （△） △675,476
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 769,545
経 営 指 導 料 23,500
暗 号 資 産 評 価 益 106,194
そ の 他 5,996 905,236

営 業 外 費 用
支 払 利 息 137,655
株 式 交 付 費 60,416
為 替 差 損 24,193
寄 付 金 440
投 資 事 業 損 失 817
暗 号 資 産 売 却 損 13,206
そ の 他 12,258 248,988
経 常 損 失 （△） △19,228

特 別 利 益
新 株 予 約 権 戻 入 益 9,074 9,074

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 925,078
関 係 会 社 株 式 評 価 損 9,999
関 係 会 社 株 式 売 却 損 25,486
固 定 資 産 除 却 損 2,711
事 業 構 造 改 革 費 用 86,959
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 211,029 1,261,265
税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △1,271,419
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △701,230
法 人 税 等 調 整 額 △280,811 △982,041
当 期 純 損 失 （△） △289,377

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2024
2025

年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資 本 剰 余 金 合 計

２０２４年５月１日残高 13,119,471 58,632 973,999 1,032,632
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 1,497,766 1,497,766 1,497,766
当 期 純 損 失 （△）
株主資本以外の項目の事
業年度中の当期変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 1,497,766 1,497,766 − 1,497,766
２０２５年４月３０日残高 14,617,238 1,556,399 973,999 2,530,399

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計利 益 準 備 金 その他利益剰余金 利益剰余金合計繰越利益剰余金
２０２４年５月１日残高 30,220 △9,386,328 △9,356,107 4,795,996
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 2,995,533
当 期 純 損 失 （△） △289,377 △289,377 △289,377
株主資本以外の項目の事
業年度中の当期変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − △289,377 △289,377 2,706,155
２０２５年４月３０日残高 30,220 △9,675,705 △9,645,485 7,502,151
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評 価 ・ 換 算 差 額 等 新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
２０２４年５月１日残高 34,605 34,605 294,634 5,125,235
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 2,995,533
当 期 純 損 失 （△） △289,377

株主資本以外の項目の事
業年度中の当期変動額（純額） 35,600 35,600 △28,448 7,152

事業年度中の変動額合計 35,600 35,600 △28,448 2,713,308
２０２５年４月３０日残高 70,205 70,205 266,186 7,838,544
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準及び評価方法
② その他有価証券 市場価格のない株式

等以外のもの
……… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式
等

……… 主として移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組
合等への出資

……… 入手可能な直近の決算書に基づき、組合の損益のうち当社
の持分相当額を加減する方法によっております。

２．暗号資産の評価基準及び評価方法
活発な市場が存在するもの ……… 期末日の市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額と

しております。
活発な市場が存在しないもの ……… 主として移動平均法による低価法を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） ……… 主に定率法を採用しております。

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ７〜15年
工具、器具及び備品 ４〜10年

無形固定資産（リース資産を除く） ……… 定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内にお
ける利用可能期間(２〜５年)に基づく定額法によっており
ます。

４．引当金の計上基準
賞与引当金 ……… 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計

上しております。
貸倒引当金 ……… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。
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関係会社事業損失引当金 ……… 関係会社の事業の損失に備えるため、当該会社の財政状態
を勘案し、当社が負担することとなる損失見込額を計上し
ております。
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５．繰延資産の処理方法
株式交付費 ……… 支出時に全額費用処理しております。
社債発行費 ……… 支出時に全額費用処理しております。

６．収益及び費用の計上基準
当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

収益の主要な区分におけるそれぞれの収益認識基準は、以下のとおりです。なお、約束した対価の金額は、
概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
① ユーザーに対するアイテム課金に係る収益

当社は、スマートフォン・タブレット端末等向けのオンラインゲームを配信しております。多くの場合、
ユーザーに対し、ゲームは無料で提供し、ゲーム内で使用するアイテム等を有料で提供しております。当該
サービスにおいては、顧客であるユーザーが当該アイテム等を用いてゲームを行い、当社がアイテムごとに
定められた内容の役務の提供を行うことで履行義務が充足されるものと判断しております。そのため、顧客
によるアイテム交換後の利用期間を見積り、当該見積り利用期間にわたって収益を認識しております。

② ゲームの共同開発・運営企業に対する役務提供に係る収益
当社では、スマートフォン・タブレット端末等向けのオンラインゲームを他社と共同で開発・運営してお

ります。当該サービスにおいては、顧客である協業企業に対し、当社が開発・運営業務等の役務の提供を行
うことで履行義務が充足されるものと判断しております。当社が顧客から受取る対価は、ユーザーからの課
金額に応じて算定され、当社から顧客への請求額として確定した時点に収益を認識しております。

③ 受託ソフトウエア開発に係る収益
当社では、スマートフォン・タブレット端末等向けのオンラインゲームのソフトウエア開発を受託してお

ります。当該受託ソフトウエア開発においては、契約に基づく開発作業を進めるにつれ、顧客に対する履行
義務が充足されると判断しております。履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない
が、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準
により収益を認識しております。

７．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
……… 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理しております。
８．その他計算書類の作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用 ……… グループ通算制度を適用しております。
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会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022

年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な

取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

１．当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：千円）

当事業年度

繰延税金資産 305,804

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
将来減算一時差異等に対して、予測される将来の課税所得及びタックス・プランニングを考慮し、将来の税

金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内、すなわち、回収可能な範囲内で繰延税金資産を認識し
ております。

②主要な仮定
予測される将来の課税所得は取締役会及び常勤役員会で承認された事業計画を基礎に算定しており、その主

要な仮定は、月間アクティブユーザー数であります。この仮定は、過去の経験、業界動向、ユーザー数増加施
策の期待効果等を反映しております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
将来の課税所得について、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度において、

繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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固定資産の減損
１．当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
当事業年度

有形固定資産 103,677
ソフトウエア 6,067
ソフトウエア仮勘定 2,131,872

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社の当事業年度の貸借対照表に計上されている有形固定資産は、主に建物附属設備や工具器具備品を計上

したものであります。資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生
成単位で行っており、主に会社を資金生成単位としております。
当社の当事業年度の貸借対照表に計上されているソフトウエア及びソフトウエア仮勘定は、主に自社開発ゲ

ームに係る開発費を資産計上したものであります。資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシュ・インフ
ローを生み出す最小の資金生成単位で行っており、主にゲームタイトルを資金生成単位としております。
減損の兆候を識別した場合には、取締役会及び常勤役員会で承認された事業計画を基礎に算定された割引前

将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較して減損損失の認識の要否を判定し、減損損失を認識すべきである
と判定されたものについては、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。な
お、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値とし
て算定しております。

②主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、月間アクティブユーザー数であります。この
仮定は、過去の経験、業界動向、ユーザー数増加施策の期待効果等を反映しております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は見積りの不確実性が高く、見積りに用いた仮

定の見直しが必要になった場合は、翌事業年度において減損損失を認識する可能性があります。
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追加情報
当社は、資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）における暗号資産を保有しております。なお、暗号

資産に関する注記は以下のとおりであります。

１．暗号資産の貸借対照表計上額
当事業年度

（2025年４月30日）
保有する暗号資産 2,321,310 千円

合計 2,321,310 千円

２．保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額
（1）活発な市場が存在する暗号資産

当事業年度
（2025年４月30日）

種類 保有数（単位） 貸借対照表計上額

BTC 80 BTC 1,082,597 千円

FCT 100,000,002 FCT 757,141 千円

OSHI 97,041,666 OSHI 462,386 千円

その他 − 19,184 千円

合計 − 2,321,310 千円

（2）活発な市場が存在しない暗号資産
該当事項はありません。
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貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 342,363 千円

２．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）
関係会社に対する短期金銭債権 908,946 千円
関係会社に対する短期金銭債務 396,270 千円

損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高
① 営業取引による取引高

売上高 981,021 千円
仕入高 1,793,342 千円
販売費及び一般管理費 1,134,977 千円

② 営業取引以外の取引高 1,739,535 千円

株主資本等変動計算書に関する注記
１．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 −株
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 16,091 千円
未払事業所税 2,768 千円
賞与引当金 9,224 千円
未払金 6,197 千円
棚卸資産 9,377 千円
減価償却超過額 1,342,628 千円
資産除去債務 17,703 千円
関係会社事業損失引当金 66,552 千円
株式報酬費用 83,519 千円
投資有価証券評価損 550,344 千円
関係会社株式評価損 481,283 千円
繰越欠損金 3,079,619 千円
その他 277,507 千円

繰延税金資産小計 5,942,818 千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △3,079,619 千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,507,341 千円

評価性引当額小計 △5,586,961 千円
繰延税金資産合計 355,856 千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △17,703 千円
その他有価証券評価差額金 △32,339 千円
その他 △9 千円

繰延税金負債合計 △50,051 千円
繰延税金資産の純額 305,804 千円
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２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び

開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処
理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年

４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、
2026年5月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負
債については、法定実効税率を30.62%から31.52％に変更し計算しております。この変更による影響は軽微
であります。
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関連当事者との取引に関する注記
１．親会社及び法人主要株主等

種
類

会社等
の名称 所在地

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

その他の関
係会社

SUPER
STATE

HOLDINGS
株式会社

東京都
渋谷区

100
百万円

エンタテイ
メント領域
を中心とし
た事業全般

（被所有）
直接19.99

資本業務
提携

第三者
割当増資
（注１）

2,976,137 − −

（注）１．当社の行った第三者割当増資を１株につき301円で引き受けたものであります。

２．子会社及び関連会社等

種
類

会社等
の名称 所在地

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子
会
社

株式会社
エイリム
(注3)

東京都
渋谷区

100,745
千円

モバイル
オンライン
ゲームの
開発・運営

（所有）
直接100.0

ゲーム開
発・運営の
委託等

役員の兼任

配当金
の受取 693,468

− −
資金の借入 106,531

資金の返済 906,531

利息の支払
（注１） 4,110

子
会
社

株式会社
グラムス

東京都
新宿区

10,000
千円

モバイル
オンライン
ゲームの
開発・運営

（所有）
直接100.0

ゲーム開
発・運営の
委託等

役員の兼任

資金の借入 50,000 関係会社
長期借入金 350,000

利息の支払
（注１） 3,718 未払費用 7,275

子
会
社

株式会社
FgG

東京都
新宿区

10,000
千円

モバイルオ
ンラインゲ
ームのライ
センス等の
知的財産権
の管理

（所有）
直接100.0

ゲーム開
発・運営の
委託等

役員の兼任

利息の支払
（注１） 2,712 関係会社

長期借入金 225,000

未払費用 5,846

子
会
社

株式会社
gumi

ventures
東京都
新宿区

159,350
千円

投資事業
及び投資
ファンドの
運営

（所有）
直接100.0 役員の兼任

資金の借入 250,000 関係会社
長期借入金 1,550,000

利息の支払
（注１） 17,131 未払費用 56,438

子
会
社

株式会社
gumi

X Reality
東京都
新宿区

100,000
千円

XRに関する
ハードウエ
ア、ソフト
ウエア及び
コンテンツ
の開発

並びにXRに
係る投資

（所有）
直接100.0 役員の兼任

資金の貸付 450,000 関係会社
長期貸付金 1,407,910

利息の受取
（注２） 15,033 未収収益 28,360
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種
類

会社等
の名称 所在地

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子
会
社

Tokyo
XR

Startups
株式会社

東京都
新宿区

42,500
千円

XR技術を活用しプ
ロダクト開発を行
うスタートアップ
への支援等

（所有）
間接100.0 役員の兼任

グループ通算
に係る通算税
効果額

653,201
関係会社
長期貸付金 250,000

資金の借入 1,714,000

資金の返済 2,312,063
関係会社
長期借入金 1,714,000

資金の貸付 250,000

利息の支払
(注1) 24,282 未払費用 18,726

利息の受取
(注2) 2,971 未収収益 2,971

子
会
社

gumi
America,
Inc.

アメリカ
カリフォル
ニア州

11,005千
米ドル

XR及び
ブロックチェーン
に係る投資

（所有）
間接100.0

役員の
兼任

利息の支払
（注１） 11,740

関係会社
長期借入金 944,444

未払費用 30,669

子
会
社

株式会社
gumi
Cryptos

東京都
新宿区

10,000
千円

ブロックチェーン
に関するソフトウ
エア及びコンテン
ツの開発並びにブ
ロックチェーンに

係る投資

（所有）
直接100.0

役員の
兼任

資金の貸付 130,000

関係会社
長期借入金 869,340資金の回収 315,000

利息の受取
（注２） 1,767

資金の借入 869,340
未払費用 3,085

利息の支払
(注1) 3,085

子
会
社

株式会社
gC Games

東京都
新宿区

500
千円

ブロックチェーン
ゲームの開発・配
信並びにサービス

の提供

（所有）
間接100.0

ゲーム開発・
運営の受託等

ブロック
チェーン
ゲーム開発
の受託等
（注４）

777,740 売掛金
（注５） 801,238

資金の借入 632,000

資金の返済 220,000

利息の支払
（注１） 7,021

子
会
社

株式会社
gC Labs

福岡県
福岡市

10,000
千円

ブロックチェーン
に関するコンテン
ツ及びサービスの

提供

（所有）
直接100.0

役員の
兼任

グループ通
算に係る通
算税効果額

483,654 未収入金
（注6） 483,560
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種
類

会社等
の名称 所在地

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
（千円）

科目 期末残高
（千円）

子
会
社

gC Games
Singapore
Pte. Ltd.

シンガポー
ル

シンガポー
ル市

100千
シンガポー
ルドル

ブロックチェーン
及び暗号資産領域

への投資
（所有）
間接100.0

ノード運営の
受託等

資金の貸付 519,655
関係会社
長期貸付金 198,134

資金の回収 1,144,843

利息の受取
(注2) 9,944 未収収益 1,077

子
会
社

gC
Incubation
Pte. Ltd.

シンガポー
ル

シンガポー
ル市

250千
シンガポー
ルドル

ブロックチェーン
及び暗号資産領域

への投資
（所有）
直接100.0

役員の
兼任

資金の貸付 1,313,627 関係会社
長期貸付金 1,817,152

利息の受取
(注2) 14,340 未収収益 20,778

（注）１．借入金の金利につきましては、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。
２．貸付金の金利につきましては、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。
３．株式会社エイリムは同社の全株式をガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社に譲渡した

結果、2024年12月27日に子会社に該当しなくなりました。取引金額及び残高は同月までの取引高を
記載しております。

４．開発受託につきましては、契約に基づき、協議の上決定しております。
５．株式会社gC Gamesへの貸倒懸念債権等に対し、801,238千円の貸倒引当金を計上しております。

また、当事業年度において158,451千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
6．株式会社gC Labsへの貸倒懸念債権等に対し、483,560千円の貸倒引当金を計上しております。ま

た、当事業年度において483,560千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

３．兄弟会社等

種
類

会社等
の名称 所在地

資本金
又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

その他
関係会
社の子
会社

株式会社
SBI証券

東京都
港区

54,323,
146
千円

投資・金融サービ
ス業 ー アドバイザリ

ー契約
第三者割当ア
ドバイザリー
費用(注1)

50,000 − ー

（注）１．アドバイザリー費用の取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。

４．役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「６．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載している
ため、注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 153円00銭
２．１株当たり当期純損失 6円10銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年６月25日
株式会社ｇｕｍｉ
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齊 藤 直 人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 林 祐

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ｇｕｍｉの２０２4年５月１日から

２０２5年４月３０日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ｇｕｍｉ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年６月25日
株式会社ｇｕｍｉ
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齊 藤 直 人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 林 祐

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ｇｕｍｉの２０２４年５月１日

から２０２５年４月３０日までの第１８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその
他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。計
算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事
項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年５月１日から2025年４月30日までの第18期事業年度における取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年６月25日

株式会社ｇｕｍｉ 監査等委員会
監査等委員 清 水 健 次 ㊞
監査等委員 尾 白 有 亮 ㊞
監査等委員 岡 﨑 太 輔 ㊞
監査等委員 小 林 賢 治 ㊞
監査等委員 増 田 恵 子 ㊞

（注） 監査等委員全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図
会場：東京都新宿区西新宿四丁目15番３号

住友不動産西新宿ビル３号館１階
ベルサール西新宿 ホール

交通 ・都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」 「Ａ５出口」より徒歩４分
・都営地下鉄大江戸線「西新宿五丁目駅」 「Ａ１出口」より徒歩５分
・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 「２番出口」より徒歩７分
・ＪＲ各線、地下鉄、私鉄各線「新宿駅」 「西口」より徒歩13分

〇駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

2025年06月25日 19時47分 $FOLDER; 81ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）


